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１ はじめに 
  本計画は、2025年（令和７年）３月に策定した「大久保駅周辺市有地の利活用に関す

る全体構想」（以下、全体構想という。）に基づき、大久保地域の新たな行政サービスと

地域交流の拠点となる新大久保市民センターを整備するための基本的な考え方を示すも

のです。 

（全体構想抜粋） 

基本方針 

公共施設を駅の南北のいずれかに集約して整備するのではなく、駅南北両エリアでの 

バランスのとれた都市機能の強化により、駅周辺の利便性・快適性の向上を図ります。 

導入機能と利活用の方向性 

・大久保市民センター敷地 

大久保市民センターは建築から40年以上が経過しており、このまま継続して使用 

するためには、耐震改修に加えて内外装や設備改修などの大規模修繕が必要となりま 

す。多額の費用をかけて耐震改修等を行っても、残りの耐用年数が大きく伸びること 

は期待できず、近い将来の建替えが必要となります。 

また、建替えを行う場合でも、現地建替えの際は、整備期間中の仮設施設が必要と 

なります。加えて、ワークショップ等では民間活用を望む声をいただいています。 

これらを総合的に勘案し、大久保市民センターは、中部地区保健福祉センター用地 

へ移転整備し、跡地については財政負担の軽減等を図りながら、生活利便機能を確保 

できるよう、売却または貸付による民間活用を検討します。 

・中部地区保健福祉センター用地 

現大久保市民センターに備わっている行政サービスや市民交流施設の機能を確保す 

ることを基本とし、今後策定する基本計画において、ワークショップ等でいただいた 

ご意見や本市のまちづくりの方向性を踏まえながら、追加する機能等の具体的な内容 

を検討します。 

事業手法については、市が施設を整備する従来の事業手法に加え、市の財政負担軽 

減を図るため、民間施設の併設による公民連携手法の活用も検討します。 

２ 位置と概要 
  新たな大久保市民センターは、全体構想において、現在の大久保市民センター敷地か

ら約150ｍ西側の中部地区保健福祉センター用地に移転し、整備することとしています。 

 
位置図

移転 

中部地区保健福祉センター用地 

大久保市民センター敷地 

大久保小学校 
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中部地区保健福祉センター用地の概要 

所在地 大久保駅前土地区画整理事業東工区 30 街区 1画地 

敷地面積 約 3,600 ㎡ 

取得経緯 

過去に保健福祉センターの建設を計画して土地を先行取得 

大久保駅前土地区画整理事業（東西工区 1999 年 12 月事業認

可）により集約化 

介護保険制度の開始等により保健福祉施設の役割が大きく

変化したことから必要性を見直しました。 

利用状況 
2014 年度から３年更新で時間貸し駐車場として民間事業者

に貸付中です。（現在の契約は 2025 年度まで） 

周辺状況 住宅、商業施設、公園 

用途地域等 

近隣商業地域／第一種住居地域 

第４種高度地区※第一種住居地域のみ 

準防火地域／建築基準法第 22 条区域 

大久保駅前土地区画整理事業施行区域 

都市機能誘導区域（ＪＲ大久保駅周辺区域） 

 

 
位置図 

 

 

  

大久保駅 

東公園 
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３ 施設整備に向けた現状と課題 
 ⑴ 現大久保市民センターの現状と課題 
   現大久保市民センターの利用状況から課題を把握し、新たな大久保市民センター

の整備にあわせ、改善を図ります。 

  ① 現状 

大久保市民センターの現状については以下のとおりです。 

現大久保市民センターの概要 

設置根拠 明石市市民センター設置条例及び同条例施行規則 

構  造 鉄筋コンクリート造４階建 

建 築 年 1982 年 

建築面積 約 580 ㎡ 

延床面積 約 1,920 ㎡ 

 

施設構成 

１階：行政窓口（約 400 ㎡）、２階：会議室３室、和室（約 250 ㎡） 

３階：大会議室（約 330 ㎡）、 

地下階：車庫、倉庫（約 330 ㎡）、行政窓口関係（約 50 ㎡） 

その他 来庁者用の駐車場 23 台、駐輪場 20 台 

業務概要 戸籍及び住民登録に係る届出の受付や証明書の交付及び市税、国民健

康保険等にかかる受付等の窓口業務のほか、会議室等の貸館業務、地

域コミュニティ推進組織の支援、選挙事務等 

※職員数：28 人（2025 年度）、公用車：1 台、公用自転車：2 台（他

課含む） 

窓口受付

時間 

平日８時 55 分～17 時 15 分※昼休みは簡易的な業務のみ 

生活保護等の相談および受付は、月・金曜日の午前 10 時 30 分～正午 

利用状況等 

業務名 業務内容 業務実績 2024 年度 

住基・戸籍窓口事

務 

住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登

録事務 
取扱件数 50,141 件 

市税・国保等窓口

事務 

市税、国民健康保険、後期高齢者医療

保険、介護保険、国民年金の窓口事務

等 

取扱件数 18,409 件 

市税等の収納業務 

市税、国民健康保険料、後期高齢者医

療保険料、介護保険料等の収納、証明

発行手数料の収納 

取扱件数 14,473 件 

取扱金額 246,270千円 

会議室の稼働件数

と稼働率 

＜参考＞ 

2024 年度実績：有料使用 584 件、無

料使用 901 件 

取扱件数 1,485 件 

稼働率  約 34% 

地域コミュニティ

推進組織の支援 

大久保町連合まちづくり連絡協議

会、明石市消防団(第３、第４分団）、

谷八木川を美しくする会等、各団体

の活動支援 

各団体の会議開催に

係る支援等 

選挙事務 期日前投票所の運営 

衆議院議員選挙・兵

庫県知事選挙・兵庫

県議会議員補欠選挙 
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駐車場利用状況 

調査日時 最大 天候 

2025 年３月３日(月) 

８：30～17：40 
13 時 20 分 19 台 雨 

2025 年３月６日(木) 

８：30～20：22 

13 時 12 分 

15 台 曇りのち晴れ 13 時 15 分 

19 時 11 分 

  ② 主な課題 

・建設当時に比べて、業務内容が複雑化・多様化しているため来客数の多い時に

は、窓口の数及び待合スペースに限りがあり、混雑するため円滑な窓口業務の遂

行に支障が出ています。また、システム機器の増加に伴い事務室内も狭隘化して

いるため、職員の動線が悪く事務効率も低下しています。 

   ・大久保市民センターの会議室は、地域コミュニティの推進や地域福祉の向上の

ための活動を支援することを主な目的として運用していることから、会議室等の

稼働率が低くなっています。また、会議室を利用する際にできないこと（飲食、

平日（執務時間中）駐車場の利用、会議室での音楽活動や運動）があります。 

   ・選挙の期日前投票の際には、来館者が多く、駐車スペースが不足する状況が時

間帯により発生します。 

 

 ⑵ 市民ニーズの把握 
   2023年度から2024年度にかけて実施したワークショップやアンケートで多くの

ご意見をいただきました。以下に主な意見を示します。いただいたご意見を踏まえ、

検討を行います。 

  ① 第２回ワークショップ〜「おおくぼのまち」をみんなで考えよう〜 

開催日時：2023 年 11 月４日 前半の部 14 時～16 時、後半の部 17 時～19 時 

場  所：大久保市民センター３階 大会議室 

参 加 者：46 名（前半 31 名、後半 15 名） 

意見概要： 

【中部地区保健福祉センター用地のあり方】 

 ・機能を集約（この土地と大久保市民センター敷地のどちらかを活用すればいいのでは） 

 ・交流の場（ウィズあかしのようなフリースペース） 

 ・ギャラリーのようなスペース 

 ・総合福祉センターのような機能を 
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  ② 第２回ＷＥＢアンケート〜「おおくぼのまち」をみんなで考えよう〜 

募集期間：2023 年 12 月１日～12 月 21 日 

回答方法：市のアンケートフォーム 

回 答 者：397 名（全体） 

調査結果の概要： 

【中部地区保健福祉センター用地のあり方】 

回答者数206⼈/397⼈（51.9%）回答数362件 

     

 

  ③ 全体構想の説明会＆市有地の使い方をみんなで考えるワークショップ 

    開催日時：2025 年１月 18 日(土) 14 時～16 時 

    場  所：あかし保健所１階 多目的ホール 

    参加者：48 名 

    参加者の主な意見： 

【中部地区保健福祉センター用地の使い方やアイデア】 

○行政サービス、市民交流機能 

・コンパクトな施設 

・ワンストップで高齢者に優しい窓口 

・生活支援や相談窓口 

・貸し会議室や学習支援施設、児童館があるような施設 

・市民ホールや図書館 

○民間活用 

・カフェや飲食店等、レンタルスタジオ、コワーキングスペース、 

病院、スポーツや運動施設 

○その他 

・南北からアクセスしやすいように 

・民間事業者が参入する工夫を 
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 ⑶ 周辺地域の児童・生徒数の今後の見込み 
   今後、大久保南小学校では、児童数が増え過大規模校となる可能性が高く、大久

保小学校は過大規模校としての継続が見込まれますが児童数は減少傾向です。また、

大久保北中学校は、生徒数の増加により教室の不足が見込まれる状況です。 

なお、現在の通学先については、下表のとおりです。※過大規模校：通常学級が

31 学級以上 

各敷地の通学先 

敷地名 通学先 

新大久保市民センター敷地 大久保南小学校→大久保中学校 

現大久保市民センター敷地 大久保小学校→大久保北中学校 

 

 ⑷ 地域福祉の現状と課題 
少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等、地域社会を取り

巻く環境の変化によって、認知症やひきこもり等、複雑化・複合化した課題を

抱えている人や制度の狭間で支援を必要とする人が増えています。 

このため、地域住民が孤立することなく、いつまでも安心して住み慣れた地

域で自分らしい暮らしができるように、様々な関係機関が連携する仕組みの構

築等、更なる重層的支援体制の推進に向けた取組が必要とされています。 

また、地域福祉の担い手の確保・育成とともに、高齢者や子育て世帯等、孤

立しやすい人々に配慮した、安心して過ごせる居場所と交流の場を確保するた

めの取組が求められています。さらに、地域福祉施策とまちづくり施策との連

携を図り、住民主体のまちづくりという共通目的の達成に向けた取組の強化も

必要となっています。 
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 ⑸ 市の財政負担の低減 
   限りある財源をできる限り有効に活用し、持続可能な財政運営を行っていくため

には、施設整備にあたり、公民連携手法の活用や将来の用途変更やリノベーション

に対応しやすい設計、国庫補助や地方交付税措置率の高い市債の活用等により、市

の財政負担をできる限り低減する方策を検討する必要があります。 

 

 ⑹ 本市のまちづくりの方向性や社会経済情勢等を踏まえた取組 
   「ＳＤＧｓ推進計画」やその個別計画等を踏まえた本市のまちづくりの方向性や

本市を取り巻く社会経済情勢等を勘案し、施設を整備する必要があります。 

   本市のまちづくりの方向性や主な計画を以下に示します。 

 

  ① 対話と共創によるもっと笑顔あふれるまちづくり 

    タウンミーティングやワークショップ等、市民との「対話」を通して、地域や

市政のさまざまな課題やニーズの解像度が上がり、新しい気づき、共感や思いや

りの心が生まれています。また、多様なテーマに向き合い、産官学民で新たな価

値を創る取組や、市民同士でまちを創る取組等、具体的な課題解決、市民目線で

の「共創」の実現により、安心して暮らせるやさしいまちづくりが進展していま

す。 

 子どもも大人も、市民一人ひとりが本当に暮らして良かったと思える “もっ

と”やさしい明石につながるように、これからも市民に寄り添い、誰一人取り残

さない、きめ細やかな取組を重層的に展開していきます。 

    人にも自然にもやさしい持続可能な社会に向けて、地域の豊かな自然、文化等、

明石のたからものを次世代につなぎ、ＳＤＧｓ未来安心都市・明石に向けて「市

民の笑顔あふれるまち」をみんなで一緒に創っていきます。 
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  ② あかしＳＤＧｓ推進計画及びあかしＳＤＧｓ後期戦略計画（案） 

    本推進計画は、市の最上位に位置付けられる行政計画で、まちづくりを総合的・

計画的に推進するための指針となるものです。2030年のあるべき姿「ＳＤＧｓ未

来安心都市・明石」の実現を目指します。 

本戦略計画は、「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石」の実現に向けた、まちづくりの

戦略を定める中期計画です。推進計画に定めるまちづくりにおける経済・社会・

環境の三側面の方向性に基づき、施策展開の柱と対応するＳＤＧｓのゴールを定

めるとともに、優先的に取り組む具体的な施策を定めています。 

 

 



8 

  ③ 明石市第５次地域福祉計画（案） 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、地域福祉推進におけ

る市町村計画として策定するもので、本市が推進する地域福祉の方向性や具体

的な取組を示すものです。 
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  ④ 明石市公共施設配置適正化計画（第２期）（案） 

    本計画は、今後の公共施設配置適正化に関する基本的な取り組みの方針を示す

ものです。中長期的な視点から公共施設の効率的・効果的な配置を定め、各施設

の総合的な管理を行うことにより、将来的に持続可能な施設運営を図ります。 

 

 

  ⑤ 事業継続計画 

    本計画は、災害時に行政自らも被災し、人員・資機材・情報・ライフライン等、

利用できる資源が極めて制約される状況下において、市が実施すべき災害応急対

策業務や業務継続の優先度の高い通常業務を継続又は早期に再開・復旧するため、

それらの業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順を定め、必要な資

源（職員、庁舎、資機材等）の確保・配分や手続き等の簡素化、その他の通常業

務の一時的な休止等、必要な措置を講じることにより、大規模災害発生時におい

ても、適切に業務執行を行うことを目的とした計画です。 

    現大久保市民センターは、本庁舎が使用できない場合の庁舎代替施設の一つに

位置付けられています。 
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４ コンセプトと整備方針 
現大久保市民センターの現状と課題や市民ニーズ等を踏まえ、施設整備のコンセプ

トと整備方針を以下のとおり定めます。 

 

 ⑴ 施設整備のコンセプト 

  「公民連携で創る笑顔あふれる暮らし・交流の拠点」 

地域の皆さんの日々の生活を支え、一人ひとりの生活の困りごとや悩みごとにや

さしく寄り添うとともに、多様な人々が自由に集い、交流や出会いを楽しんだり、

気軽にゆったり過ごせたりする等、皆さんにとって居心地の良い場所となるような、

笑顔があふれる新たな地域の拠点を市と民間事業者が連携しながら創っていきま

す。 

 ⑵ 整備方針 
  ・より効率的、効果的に身近な行政サービスを提供するとともに、地域への包括的

な支援体制の強化を図ります。また、居心地のよい場所となる空間を確保します。 

  ・地域防災機能の強化を図るとともに、環境や施設のバリアフリー化、ユニバーサ

ルデザインに配慮する等、本市のまちづくりの方向性を踏まえて整備します。 

・財政負担の低減等を図るため、本敷地への民間施設の併設による公民連携手法を

活用します。また、多様な用途や将来の用途変更、リノベーションに対応しやすい

設計を目指します。 

・隣接する大久保駅東公園との一体的な活用の可能性を検討します。 

 

５ 施設規模や主な導入機能等 
 ⑴ 施設規模 
   新大久保市民センターの施設規模は、公共施設の配置適正化の観点から、現在の

施設規模（延床面積：1,920 ㎡）を縮減し、延床面積で 1,800 ㎡程度とします。 

 ⑵ 主な導入機能 
   主な導入機能は以下のとおりとします。 

主な導入機能と概要 

機能 概要 

窓口機能 
より効率的、効果的に身近な行政サービスを提供できる総合的な

窓口機能を導入します。 

交流機能 
様々な人々が集いやすく、交流しながら楽しく過ごせる等、訪れ

た人が居心地のよい場所となる機能を導入します。 

福祉機能 
地域への包括的な支援体制の強化を図るための拠点となる機能を

導入します。 

防災機能 
官庁施設の耐震安全性の基準に適合するとともに、発災時の業務

継続性が高まり、迅速な対応が可能となる機能を導入します。 

環境機能 
省エネ法に基づく基準に適合するとともに、ZEB Ready の認証取

得が可能な機能を導入します。 
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 ⑶ 導入機能毎の規模と構成 
  ① 機能毎の規模と構成 

  想定する各機能の規模と構成は、以下のとおりとします。なお、各機能の具体的

な規模と構成、その配置は、今後予定している公募による民間事業者からの提案等

を踏まえて検討します。ただし、防災機能及び環境機能は、設備・構造関係にも導

入されることから、共用部等としてまとめます。 

なお、検討にあたりましては、ワークショップ等を実施し、地域の方をはじめ、

市民のみなさんと一緒に考えながら、施設を整備していきます。 

各機能の規模と構成 

機能 規模 構成 

窓口機能 400 ㎡程度 

事務所、ロビーの一部、更衣室、会議室等 

※窓口業務がより効果的、効率的に遂行できる配

置・構成とします。 

交流機能 700 ㎡程度 

多目的ホール、多目的室、フリースペース、ブック

スポット、ギャラリー、窓口機能のロビーの一部

等 

※多目的ホールは、現在の大会議室よりも大きな

規模（400 ㎡程度）とします。 

福祉機能 100 ㎡程度 事務所、更衣室、相談ブース等 

共用部等 600 ㎡程度  

 
倉庫等 100 ㎡程度 

施設管理、地域支援関係、防災関係、書類保管等 

※地域支援や防災関係の倉庫は、１階に配置する

ことを基本とします。 

その他 500 ㎡程度 エントランス・廊下・ＥＶ・階段・機械室等 

合計 1,800 ㎡程度  

 

 ② 駐車場・駐輪場の規模 

既存施設の利用状況や民間施設との併設、敷地が大久保駅により近くなること等

を踏まえ、それぞれの台数を以下のように設定します。 

駐輪台数は、開発事業に該当するかどうかに拘わらず、開発事業の場合に必要と

なる台数を確保すること。※開発事業：「明石市開発事業における手続き及び基準

等に関する条例第３条に規定する開発事業」 

なお、平日の交流施設の利用者や期日前投票の来館者のための駐車スペースにつ

いては、施設の管理・運営の検討の中で対応を検討していくこととします。 

想定する駐車場・駐輪場の規模 

 来庁者用 公用 

駐車台数 23 台 ４台 

駐輪台数 50 台程度 ５台 
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６ 想定事業費と財源 
 ⑴ 整備費 
   建設費の単価は、同種の事例等を参考に 70 万円/㎡程度を見込むと建設費は、約

13 億円となります。加えて、隣接する大久保駅東公園との一体的な活用等、外構や

修景整備に１億円、什器・備品に約２億円、これらの測量・設計費に約２億円を見

込みます。その場合、整備費は現時点で約 18 億円（税込み）となります。 

   なお、事業費は、現時点の概算であり、今後の物価変動や土壌汚染等の調査結果、

建物の規模・構造条件の決定等の進捗に応じて、精査していくこととします。 

 

 ⑵ 財源 
   公民連携手法の活用や国庫補助や地方交付税措置率の高い市債の活用等により

財源を確保し、事業費の低減を図ります。 

想定する財源確保の方法 

公民連携手法 後述のとおり 

国庫補助 都市構造再編集中支援事業（補助率 1/2 又は 45％） 

市債 

公共事業等債（補助事業の市負担額への充当率 90％） 

公共施設等適正管理推進事業債（市単独対象事業費への充当

率 90％） 
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７ 公民連携手法の活用 
 ⑴ 活用方針 

４⑴、⑵のコンセプト及び整備方針や市民ニーズを踏まえ、新大久保市民センタ

ーの施設整備費等の低減が可能で、その上で地域住民の利便性向上を図るとともに、

近隣住民の安全面や環境面にも配慮しながら、本市のまちづくりの方向性に合致す

る民間施設を新大久保市民センターと併設することとします。 

また、北側にある大久保駅東公園との連携についての提案を求める等、その他、

本手法の効果的な活用方法についても検討します。 

 

 ⑵ 民間事業者の意向把握 
公民連携手法の活用にあたり、民間事業者と対話し、市場性等を把握した上でよ

り効果的で実現性の高い事業スキームや公募条件等の検討につなげていくため、公

募型のサウンディング調査を実施しました。その調査結果の概要は以下のとおりで

す。 

   日時：2025年10月22日（水）、10月23日（木） 

   参加事業者：６者 

   民間事業者の意見（抜粋）： 

・併設する民間施設としては、共同住宅、高齢者住宅、店舗の可能性がある。 

・共同住宅の借地期間は 50 年～70 年、人口維持や流出抑制に寄与。 

・高齢者住宅は、特定施設としての検討が必要。 

・店舗は、合築、分棟が考えらえる。借地期間が 20 年～30 年、生活利便性の

向上に寄与。大規模な店舗では広い駐車場用地の確保が必要。 

・店舗のうち、合築の場合は、借地期間終了後、市に施設を引き継ぐことにな

る可能性が高い。 

 

 ⑶ 想定する民間施設 
民間事業者へのヒアリング結果を踏まえると、併設の可能性がある民間施設とし

ては共同住宅や高齢者住宅、店舗が考えらえます。 

比較表のとおり、共同住宅は、他の施設よりも貸付料の総額が高く、前払による

地代の支払いが可能と考えらえることから、施設整備費に充当することができます。

加えて他都市からの入居者による市民税や、固定資産税等の税収の増加が期待され、

さらには将来的な定住人口の維持にも寄与すると考えられます。 

他方、店舗については、民間施設の駐車場を確保するためには、新大久保市民セ

ンター部分の駐車場を大幅に減少させる検討が必要となることから、実現へ向けた

ハードルが高いことが分かりました。 

そのため、導入する主たる民間施設を共同住宅と想定し、⑴の活用方針に沿って、

今後予定している公募による民間事業者からの提案により決定することとします。 

なお、共同住宅の設置により、児童・生徒数が増加することとなる小中学校の学

校環境への影響については、教育委員会と連携しながら把握し、必要な対応を検討

していきます。 

 

 



14 

提案のあった併設する民間施設の比較 

 共同住宅 高齢者住宅 店舗 

敷地規模 大 並 大～小 

貸付料総額 高 安 並 

前金払 可 難 難 

駐車場面積 
並 

（機械式立駐） 
少 

大 

（自走式） 

借地期間 50～70 年 50 年～70 年 20～30 年 

地域住民の 

利便性 
現状維持 現状維持 向上 

税収 多 並 少 

評価 〇 △ △ 

 

 ⑷ 事業スキーム 
市の施設を整備するために大久保駅前土地区画整理事業の施行にあわせ、地域の

方々から土地を購入して確保した経緯を踏まえ、併設する民間施設用地は、売却せ

ずに定期借地として民間事業者に貸し付けます。貸し付けて得た収入を新大久保市

民センターの施設整備費等に充当することで、施設整備等に係る市の財政負担の低

減を図ります。 

また、新大久保市民センターは、交流施設への国庫補助金や市債の活用を想定し、

市が取得することとし、併設する民間施設は民間事業者が取得することとします。 

なお、民間施設用地の貸付料については、新大久保市民センターの公募条件を設

定する中で想定し、民間事業者から提案を受けることとします。 

事業スキーム概要 

土地 

民間施設用地は定期借地（区画整理事業にあわせ地域の方々

から土地を購入して確保した経緯を踏まえ、民間事業者に貸

付） 

建

物 

新大久保 

市民センター 

市所有（民間施設用地の貸付収入を充当、交流施設整備に国

庫補助金や市債を活用） 

民間施設 民間事業者所有 
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 ⑸ 施設配置計画 
   施設配置は、住居系の民間施設との分棟と合築が考えられますが、下表のとおり、

それぞれのメリットとデメリットがあることから、民間事業者のアイデアを活用す

るため、公募の際に提案を受けることとします。 

分棟と合築との比較検討 

 分棟 合築 

配置 

イメージ 

  

メリット 

・公民それぞれの要求水準に応じ

た適切な整備費での設計、建設が

可能。 

・所有形態、管理区分、権利関係が

明確。 

・建設に必要となる敷地の活用に

余裕がある。 

デメリット 
・施設を分けて整備するため、敷

地の活用にあまり余裕がない。 

・公の要求水準にあわせて施設全

体の整備費が増加。また、多目的ホ

ール内に柱が配置される等、構造

的な制約が発生し、利用しづらく

なる可能性がある。 

・所有形態、管理区分、権利関係が

複雑。維持管理、修繕に公民での協

議が必要。 

 

 

  

大久保 

市民 

センター 

民間施設 

（共同住宅） 

大久保 

市民センター 

民間施設 

（共同住宅） 
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 ⑹ 整備手法 
新大久保市民センターの整備手法は、整備コストの低減や動線計画、公民の施設

外観の整合性等を図るため、民間事業者のノウハウを活かし、新大久保市民センタ

ーと民間施設を一体的に整備することができ、コスト削減効果が高いと考えられる

ＤＢ方式を採用し、民間施設を併設する事業者に発注することとします。 

なお、ＤＢ方式は前述の目的を踏まえ、基本設計、実施設計共、民間事業者に発

注する方式とします。 

 

新大久保市民センターの整備手法の比較検討 

 従来方式 ＤＢ方式 ＰＦＩ方式 

概要 

設計業務を設計業者に

発注し、完成後、建設工

事を施工業者に発注す

る方式 

設計・施工を民間事業

者に一括で発注する方

式 

※設計は、基本・実施設

計共、又は、実施設計か

ら発注する方法があ

る。 

設計・施工等を民間事

業者に一括で発注する

方式 

メリット 

・公的主体のみで整備

するため責任の所在が

明確 

・金利が安い起債を活

用できる。 

・ＰＦＩ方式に比べて

準備期間が短い。 

・民間事業者の技術力

やノウハウを活かした

公民一体的な施設整備

が可能。また、整備コス

トの削減効果が高い。 

・金利が安い起債を活

用できる。 

・ＰＦＩ方式に比べて

準備期間が短い。 

・民間事業者の技術力

やノウハウを活かした

公民一体的な施設整が

可能。また、整備コスト

の削減効果が高い。 

・民間資金を活用でき、

公的主体の初期投資が

不要 

デメリット 

・公的主体が整備する

ためノウハウが限られ

ており、公民一体的な

整備は困難。また、整備

コストの削減効果が他

の方式に比べて低い。 

・公的資金を調達する

必要がある。 

・公的主体と民間事業

者とのリスク分担が複

雑 

・公的資金を調達する

必要がある。 

・公的主体と民間事業

者とのリスク分担が複

雑 

・民間資金を調達する

ため、公的資金よりも

金利が高い。 

・ＰＦＩ法に基づく事

業者選定のため、準備

期間が長い。 

評価 △ 〇 △ 

 

 

 ⑺ 民間事業者の選定方針 
   民間事業者の主な選定方針については以下のとおりとします。 

   ・新大久保市民センターの事業費の低減や導入機能の構成・配置に関する提案 

   ・併設する民間施設に関する提案 

   ・大久保駅東公園との一体整備に関する提案 

   ・民間事業者選定に際しての地域住民の参画 
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 ⑻ 管理運営手法 

新大久保市民センターの管理運営については、新たに設置する交流施設を民間委

託する等、利便性向上等に向けた運用方法の検討も含め、本市の市有施設包括的管

理業務委託との連携や併設する民間施設との一体的な管理運営等、より効果的で効

率的な手法を検討します。 

 

 

８ スケジュール 
本計画策定後は、事業者の公募、選定を行い、関係条例の改定等も含め、設計・

施工等の必要なステップを着実に進め、2030 年度中の新大久保市民センターの供

用開始を目指します。 

スケジュール 

 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

新大久保 

市民 

センター 

     

 

 

公募～ 

事業者選定 
施工 設計 ● 

供用 

開始 


